
令 和 ４ 年
11月11日
（金曜日）

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

○
告
示

特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
区
域
の
指
定
の
解
除
（
環
境
政
策
課
）
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保
安
林
予
定
森
林
（
山
口
市
）
（
森
林
整
備
課
）
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○
公
告

国
土
調
査
の
成
果
の
認
証
（
政
策
企
画
課
）
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開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
（
建
築
指
導
課
）

二
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…
…
…
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…
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…
…
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…
…
…
…
…
…
…
…
…

告

示

山
口
県
告
示
第
三
百
四
十
三
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有

害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
の
指
定
に
関
す
る
告
示
（
令
和
二
年
山
口
県
告
示
第
三
百
二
十
一
号
）
に
よ
り
指

定
さ
れ
た
区
域
の
一
部
に
つ
い
て
の
指
定
を
次
の
と
お
り
解
除
す
る
。

令
和
四
年
十
一
月
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

解
除
に
係
る
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

下
松
市
大
字
東
豊
井
字
宮
浦
七
四
九
の
七
の
一
部
、
七
五
一
の
三
の
一
部
及
び
七
五
五
の
一
の
一

部
、
字
宮
ノ
洲
六
三
三
の
四
の
一
部
並
び
に
字
宮
ノ
洲
浜
七
五
七
の
一
の
一
部
及
び
七
六
三
の
二
の

一
部

二

特
定
有
害
物
質
の
種
類

シ
ア
ン
化
合
物
、
砒ひ

素
及
び
そ
の
化
合
物
、
ふ
っ
素
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
ベ
ン
ゼ
ン

三

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置

土
壌
汚
染
状
況
調
査
の
実
施
に
よ
る
基
準
適
合
の
確
認

山
口
県
告
示
第
三
百
四
十
四
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
農
林
水
産
大
臣

か
ら
保
安
林
を
次
の
よ
う
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

令
和
四
年
十
一
月
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

山
口
市
秋
穂
東
字
北
山
一
〇
三
〇
二
の
一
〇

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

㈠

立
木
の
伐
採
の
方
法

⚑

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

⚒

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
山
口
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準

伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

⚓

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
山
口
県
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
及
び
山
口

市
農
林
水
産
部
農
林
整
備
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

公

告

（
一
八
八
）
国
土
調
査
の
成
果
の
認
証

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
土
調
査

の
成
果
を
次
の
と
お
り
認
証
し
ま
し
た
。
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令
和
四
年
十
一
月
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

国
土
調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称
等

国
土
調
査
を

行
っ
た
者
の

名
称

国
土
調
査
を
行
っ
た
期
間

成
果
の
名
称

国
土
調
査
を
行
っ
た
地
域

下

松

市

令
和
二
年
五
月
二
十
六
日
か
ら

令
和
四
年
二
月
七
日
ま
で

下
松
市
地
籍
図

下
松
市
地
籍
簿

大
字
河
内
及
び
大
字
山
田
の
各

一
部

二

認
証
年
月
日

令
和
四
年
十
一
月
十
一
日

（
一
八
九
）
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
開
発
行
為
に

関
す
る
工
事
の
完
了
を
次
の
と
お
り
公
告
し
ま
す
。

令
和
四
年
十
一
月
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

熊
毛
郡
平
生
町
大
字
平
生
村
字
坂
ノ
下
壱
ノ
割

二

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

柳
井
市
古
開
作
六
一
〇
番
地
の
五

株
式
会
社
テ
ィ
ー
レ
ッ
ク
ス

令
和
四
年
十
一
月
十
一
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

令
和
四
年
十
一
月
十
一
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事

二
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